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道保川公園の概要 

 

１ 施設名  道保川公園 

 

２ 所在地  相模原市中央区上溝１３５９番 

 

３ 施設内容 

（１）公園種別等 

  ア 公園の種別 特殊公園【風致公園】（供用開始 昭和５９年） 

  イ 管理面積  ７.７１ha（都市計画面積８.８ha） 

 

（２）全体の概要 

 

（３）駐車場について 

 第１駐車場 第２駐車場 

駐車台数 １８台 ２４台 

 

４ 公園施設のうち供用時間等を設けるもの(現行) 

施設名 供用時間等 休所日等 

上段部以外のエリア 

（相模原市告示 第 192 号） 

7 時～18 時（4 月～6月、8月） 

7 時～19 時（7 月） 

8 時～17 時（3 月、10 月） 

8 時～18 時（９月） 

8 時～16 時（11 月～２月） 

特になし 

駐車場 

※ 上記エリアには管理事務所を含む。その他公園部分については、年間を通じて開放。 

※ 指定管理者が必要と認める場合には、休所日や供用時間の変更が可能。ただし、休所日

の変更及び供用時間を短縮する場合には、市の承認が必要。 

施設名称 施 設 種 類 

園路及び広場 園路及び広場全般 

修景施設 植栽・花壇・流れ 

休養施設 ベンチ・東屋・野外卓 

遊戯施設 複合遊具・独立遊具 

便益施設 便所・時計台・手洗場・駐車場・駐輪場 

管理施設 
管理事務所（倉庫併設）・照明施設・門・柵・車止め・案内板・制札板・

園名石・給排水設備・分電盤・擁壁 
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５ その他 

 （１） フン害・病気の防止及び生態系の維持のため、鳥や魚その他動物へのエサ

やりを禁止している。また、犬等のペットを連れての入園も禁止している。 

 （２） 相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区（一部）、首都圏近郊緑地保全地

区指定区域に含まれている。 

 （３） 公園区域内にある祭祀施設（外周柵を除く）は、民間の所有物であること

から、管理の対象外とする。 

 

 


